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１ 計画策定の趣旨 

 本市では、市教育委員会が実施してきた特別支援教育に関わる事業と小・中学校の状況、国や

東京都の動向等を踏まえ、平成26（2014）年に「特別支援教育実施計画」を、平成29（2017）年

に「第２次特別支援教育実施計画」を策定し、これらに基づいて特別支援教育の推進に取り組ん

できました。 

また、平成27（2015）年には、同年を初年度とする「立川市第４次長期総合計画（前期基本計

画）」の策定に伴い、子どもと子育てに関する総合計画である「第３次夢育て・たちかわ子ども

21プラン」や、学校教育に関する「第２次学校教育振興基本計画」、障害者施策に関する「第５

次障害者計画」などを策定し、年次的・体系的な目標に沿った取組を進めているところです。 

この間、国では、国連の「障害者の権利に関する条約」批准に向けた国内法整備の一環として、

平成25（2013）年６月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を制定するととも

に、平成28（2016）年４月の施行に合わせ、さまざまな周知活動や制度の制定が行われてきまし

た。 

東京都においても、障害のある児童・生徒数は今後も増加していくとの推計に基づき、相応の

期間をかけた適切な対応が必要であるとの見込みから、「東京都特別支援教育推進計画（第二期）」

（平成29（2017）年２月東京都教育委員会）の計画期間が、令和８（2026）年度までの10年間に

なりました。また、平成28（2016）年２月には、近年の法改正や都民ニーズ等、発達障害教育を

取り巻く状況の変化に的確に応えるため、「東京都発達障害教育推進計画」を策定し、多様な教

育体制の整備や指導内容・方法の充実、推進体制の充実に取り組んでいます。 

さらに本市では、平成30（2018）年に「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまち

をつくる条例」が施行され、障害の有無にかかわらず、互いを尊重し、理解して共に暮らす共生

社会の実現に向け、行政と市民、民間が協力して取組を進めています。 

本計画では、これらの背景や前計画の基本理念、基本指針を継承しつつ、本市の特長である、

途切れ・すき間のない相談・支援体制の強化を目指し、取組の方向や目標を定めました。 

２ 計画の位置付け 

  本計画は、令和２（2020）年度を初年度とする「立川市第４次長期総合計画（後期基本計画）」

の個別計画である「第３次学校教育振興基本計画」の方向性を受けて、特別支援教育を実施する

ための計画として位置付けられています。また、関連する「第４次夢育て・たちかわ子ども21プ

ラン」や「第６次障害者計画」との整合･調和を図るとともに、東京都の「特別支援教育推進計画

（第二期）」や「発達障害教育推進計画」にも留意して策定しました。 

さらに、本計画と密接に関連する「第２次発達支援計画」とは、それぞれの策定検討の進捗過

程について情報共有を図りながら作業を進めました。 
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間とします。これに

より、上位計画である「第４次長期総合計画（後期基本計画）」や、「第３次学校教育振興基本計

画」などの関連する個別計画のほか、「第２次発達支援計画」とも計画期間を揃えます。 

なお、国や東京都において特別支援教育に関わる法改正や事業等の見直し等があった場合は、

必要な計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 計画期間 

図１ 計画の位置付け 



第１章 計画の策定にあたって 

 

- 5 - 

４ 計画の所管範囲 

  就学に向けた支援や相談、学校での配慮など、主に入学から義務教育修了までの取組について

は、本計画で設定した目標に沿って活動していきます。一方、主に、就学前（乳幼児期）の児童

を対象とする発達支援・相談については、「第２次発達支援計画」に沿った取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３ 第３次特別支援教育実施計画と第２次発達支援計画の所管範囲 
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５ 国及び東京都の動向 

（１）国の動向 

① 発達障害者支援法 

平成 17（2005）年４月に施行されたこの法律は、発達障害の早期発見、学校教育や地 

域生活での支援を国や地方公共団体の責務と規定し、その支援策を示しました。知的障 

害や身体障害を伴わない注意欠陥多動性障害、学習障害、高機能自閉症、アスペルガー 

症候群なども「障害」であると定義されました。 

  平成 28（2016）年５月、就労と教育支援を強化するため、約 10年ぶりに法改正され、

周囲の理解不足などの「社会的障壁」を取り除く必要があること、個々の特性に応じて

学校で個別計画を作成すること、子どもから高齢者まで切れ目のない支援を目指すこと

などが盛り込まれました。 

② 障害者基本法 

          平成 16（2004）年の一部改正では、国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生

徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、

その相互理解を促進しなければならない、と規定されました。 

   そして、平成 23（2011）年８月に施行された第 16 条（教育）の規定では、障害者が

その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにす

るため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育

を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策

を講じなければならないこと等が示されています。 

③ 障害者の権利に関する条約 

          この条約は平成 18（2006）年 12月の国連総会において採択され、日本は翌 19（2007）

年９月に署名しています。その後は批准に向けて、障害者制度の改革推進に向けた取組

を進め、平成 25（2013）年６月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

制定につながりました。同年 12 月には、条約を批准することを国会が承認し、平成 26

（2014）年２月から我が国において効力を生じました。 

④ 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告） 

平成 24（2012）年７月、中央教育審議会初等中等教育分科会から出されたのがこの報

告です。共生社会の形成に向けて、就学相談・就学先決定のあり方や、障害のある子ど

もが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備、多様な学

びの場の整備と学校間連携等の推進、特別支援教育を充実させるための教職員の専門性

向上等についてまとめられています。 

⑤ 学校教育法の改正 

          平成 19（2007）年４月、学校教育法の一部改正が施行され、我が国は従来の「特殊教

育」から「特別支援教育」へと転換を果たしました。その後、平成 25（2013）年９月に



第１章 計画の策定にあたって 

 

- 7 - 

は学校教育法施行令の一部改正が行われ、就学先を決定するしくみの改正や、障害の状

態等の変化を踏まえた転学に対応できる体制の整備等が求められるようになりました。 

  平成 27（2015）年の改正では、学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、小

中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校の制度が創設されました。 

⑥ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定と施行 

    平成 28（2016）年４月に施行されたこの法律は、「障害者の権利に関する条約」の批

准に向けた国内法制度の整備の一環として、全国民が、障害の有無によって分け隔てら

れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害

を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。 

  法律では、障害のある人に対する不当な差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供な

どを求めており、これらの具体例を盛り込んだ「対応要領」や「対応指針」の作成を通

して、役所や事業者が障害者差別の解消に向けた自主的な取組を進めることが期待され

ています。 

   学校教育分野については、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の

解消の推進に関する対応指針」が平成 27（2015）年 11 月に出されており、教育分野に

おける合理的配慮の具体例や、相談体制の整備に関する留意点などが明示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 教育再生実行会議（第十一次提言） 

          令和元（2019）年５月に出された第十一次提言では、特別な支援が必要な児童・生徒

のための支援の充実に向けて、発達障害に関する指導スキルの体系化や高等学校での通

 定める機関 対 象 

対応要領 国･都道府県･市町村などの役所 役所で働く人 

対応指針 事業者を所管する国の役所 会社やお店などの事業者 

●対応要領 

国・都道府県・市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不

当な差別的取扱いや合理的配慮を具体的に盛り込んだ「対応要領」を、障害のある人などから

意見を聴きながら作ることとされています。役所で働く人は、この対応要領を守って仕事をしま

す。 

●対応指針 

  事業を所管する国の役所は、会社やお店などの事業者が適切に対応できるようにするため、

不当な差別的取扱いや合理的配慮を具体的に盛り込んだ「対応指針」を、障害のある人などか

ら意見を聴きながら作ることとされています。事業者は「対応指針」を参考にして、障害者差別の

解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。 

 事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、

国の役所に報告を求められたり、注意などをされることがあります。 

  

＜内閣府発行リーフレットより抜粋＞ 
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級指導の充実、ICT等を活用した様々な学びの機会の提供など、「共生社会に向けた『学

び』の質の向上プラン」をさらに前進させることが重要であると示されました。 

   「教育再生」は日本再生の柱であり、政府が目指す「一億総活躍社会」実現の基盤で

あることから、幅広い国民の理解と参画を得ていくことも盛り込まれています。 

 

（２）東京都の動向 

① 東京都特別支援教育推進計画（第二期） 

          平成 16（2004）年 11 月、東京都教育委員会では、東京都における特別支援教育推進

の基本的な方向を示す「東京都特別支援教育推進計画」を策定し、これまで第一次（平

成 16（2004）年度）、第二次（平成 19（2007）年度）及び第三次（平成 22（2010）年度）

の各実施計画に基づいて、特別支援教育に関する校内委員会の設置や、特別支援教育コ

ーディネーターの指名等、発達障害を含む特別な支援を必要とする児童・生徒への指導

と支援の取組を進めてきました。 

          平成 29（2017）年度から令和８（2026）年度までを見通した第二期計画では、第三次

実施計画で導入された小・中学校における特別支援教室の充実に向け、区市町村教育委

員会の役割として指導体制の確立や指導内容・方法の充実が挙げられています。また、

東京都と区市町村の教育委員会がより一層連携し、就学相談等の機能強化や教育環境の

整備等による特別支援教育の充実に向け取組を行うことが示されました。 

 

② 東京都発達障害教育推進計画 

          平成 28（2016）年２月、東京都教育委員会は、近年の法改正や都民ニーズ等、発達障

害教育を取り巻く状況の変化に的確に応えるために推進計画を作成し、全ての公立学校

における発達障害教育の充実を図っています。 

  令和３（2021）年度までに全小・中学校に特別支援教室を導入することや、学習の「つ 

まずき」を把握するアセスメント方法の確立、ユニバーサルデザインの考え方に基づく

指導と学級づくりのためのガイドラインの作成など、発達障害教育環境の整備や指導内 

容の充実について年次的な展開が計画されています。 

 

 

 

 

 

 

基本指針３ 

 障害に対する正しい理解と認識を深めるため、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒との交流及び

共同学習を積極的に行い、共に生きる意識と態度を育てるとともに、保護者や市民等に対して、特別支援教育

の理解啓発を図ります。 

写真は五小キラリ（第五小学校） 
平成 29(2017)年度に行った校舎の大規模改修と同時に整備 

 




























































































